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青色申告会

青色申告会の元気企業

親子２人の司法書士が運営

　
司
法
書
士
さ
さ
き
た
け
お

事
務
所
は
、
２
度
目
の
登
場

と
な
り
ま
す
。
事
務
所
で
は
、

事
業
主
で
あ
る
佐
々
木
健
雄

さ
ん
と
息
子
の
佐
々
木
公ひ

ろ

之ゆ
き

さ
ん
の
２
人
で
仕
事
を
し
て

い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
同
じ

で
す
が
、
今
回
は
公
之
さ
ん

が
２
０
２
４
年
に
見
事
、
司

法
書
士
試
験
に
合
格
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
再
訪
し
ま
し
た
。

　
司
法
書
士
が
２
人
の
事
務

所
に
な
り
ま
し
た
が
、
健
雄

さ
ん
は
パ
ソ
コ
ン
操
作
を
し

ま
せ
ん
。健
雄
さ
ん
曰
く「
喋

る
の
は
私
、
パ

ソ
コ
ン
で
書
類

を
作
る
の
は
公

之
」
と
事
務
所

内
で
の
役
割
分

担
は
以
前
と
変

わ
ら
な
い
よ
う

で
す
。

　
公
之
さ
ん
は

１
９
７
５
年
４

月
生
ま
れ
の
50

歳
。
大
学
卒
業

後
、
広
島
で
一

般
企
業
に
お
勤

め
で
し
た
が
、

28
歳
の
時
、
さ

さ
き
事
務
所
を

手
伝
う
た
め
境

港
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
父

で
あ
る
健
雄
さ
ん
は
「
司
法

書
士
試
験
は
難
し
い
か
ら
や

め
て
お
け
」
と
忠
告
し
た
そ

う
で
す
が
、
公
之
さ
ん
は
今

後
の
こ
と
を
考
え
て
試
験
勉

強
を
始
め
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
、
昼
間
は
当
然

に
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
、

そ
れ
以
外
の
時
間
で
通
信
教

育
を
受
け
た
り
模
試
を
受
け

た
り
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、

健
雄
さ
ん
の
言
う
通
り
、
司

法
書
士
試
験
の
合
格
率
は
５

㌫
程
度
と
か
な
り
の
狭
き
門
。

紆う

余よ

曲
折
は
あ
り
ま
し
た
が
、

と
う
と
う
念
願
の
試
験
合
格

を
勝
ち
取
り
ま
し
た
。

　
司
法
書
士
の
仕
事
は
▽
相

続
な
ど
の
不
動
産
登
記
手
続

き
の
代
理
▽
会
社
設
立
な
ど

の
商
業
登
記
手
続
き
の
代
理

▽
訴
状
な
ど
の
裁
判
所
提
出

書
類
作
成
▽
簡
易
裁
判
所
に

お
け
る
訴
訟
代
理
▽
破
産
申

立
書
類
作
成
な
ど
の
債
務
整

理
▽
成
年
後
見
▽
遺
言
執
行

人
や
各
種
財
産
管
理
人
と
し

て
の
業
務
▽
遺
産
承
継
業
務

▽
民
事
信
託
支
援
―
な
ど
、

様
々
で
す
。

　
さ
さ
き
事
務
所
で
も
不
動

産
登
記
に
関
す
る
業
務
を
中

心
に
様
々
な
業
務
を
行
っ
て

い
ま
す
。
相
談
内
容
と
し
て

は
相
続
贈
与
、
不
動
産
売
買

境港青色申告会  青色ひろば

社長が最初にすべきこと

　「協調性がなく、何度言っても改善しない」「勤務
態度が悪く、職場の士気を下げる」－。
　こうした問題社員への対応は、多くの経営者の頭
痛の種です。「もう明日から来なくていい！」と宣
告したい気持ちは山々ですが、日本の法律では解雇
のハードルは極めて高く、安易な解雇は「不当解雇」
として訴えられるリスクがあります。
　会社を守るためのゴールは、解雇ではなく「自己
都合退職(合意退職)」に持ち込むことです。そのた
めに不可欠なのが、客観的な「事実」の積み上げで
す。
　具体的には、口頭での注意で改善が見られない場
合、漫然と放置せず、文書による「注意書」を交付
して本人のサインをもらう、本人に「始末書」を提
出させるなどの証拠の収集が重要となってきます。
　それでも改善しなければ、就業規則に定められた
手順に従って「懲戒処分」を段階的に行います。
　このプロセスを徹底するには「総務と現場の連携」
がカギを握ります。現場任せにせず、総務が主導し
て文書を作成し、いつ、どのような処分を行ったか
を記録に残すのです。
　「会社はやるべき指導と処分を尽くした」という
動かぬ証拠(実績)があってこそ、本人は事の重大さ
に気づき、退職に応じる姿勢を見せます。
　「急がば回れ」。正しい手順と記録こそが、トラブ
ルなく会社を守る唯一の道です。

WaSay法律事務所 代表・弁護士 魚谷和世

所
得
税
改
正
で
変
更
点
も

青
申
会
だ
よ
り

が
多
い
の
で
す
が
、
最
近
は

相
続
放
棄
が
増
え
て
き
て
い

る
の
だ
と
か
。

　
相
続
が
あ
っ
た
と
き
、
親

の
土
地
が
い
ら
な
い
場
合
で

も
放
棄
し
な
い
限
り
は
、
相

続
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

放
棄
は
一
つ
の
選
択
肢
で
す

が
、
相
続
放
棄
は
相
続
財
産

全
て
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
慎
重
に
判
断
す
る
こ

と
が
必
要
と
の
こ
と
。

　
２
０
２
５(

令
和
７)

年
分

の
確
定
申
告
時
期
が
近
づ
い

て
き
ま
し
た
。
直
前
に
な
っ

て
慌
て
な
い
よ
う
に
、
余
裕

を
も
っ
て
決
算
の
準
備
を
し

ま
し
ょ
う
。
確
定
申
告
は
個

人
の
１
年
間
の
所
得
を
計
算

し
納
税
額
を
確
定
す
る
も
の

で
す
が
、
事
業
所
得
者
の
場

合
、
決
算
の
確
定
が
前
提
と

な
り
ま
す
。

　
決
算
整
理
事
項
は
、
次
の

通
り
で
す
。

在
庫
の
確
認
　
年
末
に
在
庫

と
し
て
残
っ
て
い
る
商
品
や

原
材
料
な
ど
は
、
棚
卸
資
産

と
し
て
計
上
し
ま
す

減
価
償
却
費
の
計
上
　
建
物
、

構
築
物
、
機
械
装
置
、
車
両

運
搬
具
、
工
具
器
具
備
品
な

ど
の
固
定
資
産
は
、
取
得
価

額
が
そ
の
ま
ま
経
費
に
な
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
固
定
資

産
の
法
定
耐
用
年
数
と
選
択

し
て
い
る
減
価
償
却
方
法

(

定
額
法
、
定
率
法
な
ど)

に

よ
り
計
算
し
た
部
分
だ
け
が

当
年
分
の
減
価
償
却
費
と
し

て
必
要
経
費
に
な
り
ま
す
。

事
業
用
だ
け
で
な
く
自
家
用

に
も
使
用
し
て
い
る
場
合
に

は
、
事
業
使
用
部
分
の
み
必

要
経
費
と
な
り
ま
す

自
家
消
費
　
商
品
な
ど
を
自

家
消
費
し
た
場
合
は
、
そ
の

価
額
を
収
入
金
額
と
し
て
計

上
し
ま
す

家
事
関
連
費
　
店
舗
兼
住
宅

の
家
賃
や
電
気
代
な
ど
、
事

業
使
用
部
分
と
個
人
使
用
部

分
が
混
在
し
て
い
る
場
合
は
、

合
理
的
な
配
分
基
準
に
よ
り

計
算
し
、
事
業
使
用
部
分
の

み
経
費
と
し
て
計
上
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M

　
あ
っ
と
い
う
間
に
２
０
２

５
年
が
終
わ
り
、
新
し
い
年

を
迎
え
ま
し
た
。
早
々
に
確

定
申
告
の
文
字
が
目
の
前
を

よ
ぎ
っ
て
い
く
毎
日
で
す
。

　
こ
と
し
の
確
定
申
告
期
間

は
、
２
月
16
日
か
ら
３
月
16

日
ま
で
で
す
。
消
費
税
の
申

告
期
限
は
、
３
月
31
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
２
０
２
５(

令
和
７)

年
度

税
制
改
正
に
よ
り
、
所
得
税

【事業所のあらまし】
事業所名	 司法書士ささきたけお事務所
代 表 者	 佐々木 健雄（ささき・たけお）
所 在 地	 境港市馬場崎町84
事業内容	 司法書士、行政書士
	 簡裁訴訟代理関係業務
定 休 日	 土・日曜日、祝日
営業時間	 8：30～17：30
T E L	 0859-44-6130

ー ささきたけお事務所 ー

　
さ
て
、
公
之
さ
ん
は
若
い

と
き
に
サ
ッ
カ
ー
を
し
て
い

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
最
近
は

広
島
の
友
達
と
サ
ン
フ
レ
ッ

チ
ェ
広
島
の
試
合
を
時
々
見

に
行
っ
た
り
す
る
余
裕
も
で

き
た
よ
う
で
す
。

　
明
る
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

健
雄
さ
ん
と
真
面
目
な
公
之

さ
ん
の
名
コ
ン
ビ
で
、
皆
様

の
ご
相
談
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
H

北馬
場
崎
町
駅

下
ノ
川
二
号
公
園

境跨線橋

司法書士
ささきたけお事務所

問題社員への対応

の「
基
礎
控
除
」お
よ
び「
給

与
所
得
控
除
」
が
見
直
さ
れ
、

新
た
に
「
特
定
親
族
特
別
控

除
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
と
し
の
確
定
申
告
書
に
は

特
定
親
族
特
別
控
除
の
欄
が

追
加
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
２
月
26
日
か
ら
３
月
３
日

ま
で
、
境
港
商
工
会
議
所
で

例
年
通
り
、
決
算
と
確
定
申

告
の
個
別
相
談
会
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
県
西
部
地
区
の
税

理
士
さ
ん
が
相
談
員
で
す
。

変
更
点
な
ど
で
、
不
明
な
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
　
　
I

決算のポイント

税務・会計
一口メモ

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
る
佐
々
木
健
雄

さ
ん（
左
）と
公
之
さ
ん


